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○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
六
十
一
条
の
二
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
法
令
）

（
法
第
六
十
一
条
の
二
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
法
令
）

第
五
十
四
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法

第
五
十
四
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法

令
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

（
新
設
）

年
法
律
第
四
十
二
号
）

十
七
～
二
十

（
略
）

十
六
～
十
九

（
略
）



- 2 -

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
濃
度
確
認
を
受
け
た
物
を
放
射
性
汚
染
物
で
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱

（
濃
度
確
認
を
受
け
た
物
を
放
射
性
汚
染
物
で
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱

う
法
令
）

う
法
令
）

第
二
十
条
の
三

法
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
二
十
条
の
三

法
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

法
令
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

法
令
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

（
新
設
）

年
法
律
第
四
十
二
号
）

十
三
～
十
五

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）
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○
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

一
～
二
十
四

（
略
）

一
～
二
十
四

（
略
）

二
十
五

削
除

二
十
五

水
銀
電
解
法
に
よ
る
か
性
ソ
ー
ダ
又
は
か
性
カ
リ
の
製
造
業
の

用
に
供
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

塩
水
精
製
施
設

ロ

電
解
施
設

二
十
六

（
略
）

二
十
六

（
略
）

二
十
七

前
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の
用

二
十
七

前
二
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の

に
供
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

用
に
供
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
～
ル

（
略
）

イ
～
ル

（
略
）

二
十
八
～
七
十
四

（
略
）

二
十
八
～
七
十
四

（
略
）
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○
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

削
除

五

別
表
第
一
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
施
設

六
～
三
十
五

（
略
）

六
～
三
十
五

（
略
）
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○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
五
（
第
六
条
の
五
関
係
）

別
表
第
五
（
第
六
条
の
五
関
係
）

一

水
質
汚
濁
防
止
令
別
表
第
一
第
二
十
六
号
イ
、
ロ

（
略
）

一

水
質
汚
濁
防
止
令
別
表
第
一
第
二
十
五
号
、
第
二

（
略
）

及
び
ホ
、
第
二
十
七
号
イ
、
ロ
、
ヌ
及
び
ル
、
第

十
六
号
イ
、
ロ
及
び
ホ
、
第
二
十
七
号
イ
、
ロ
、

四
十
六
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
、
第
四
十
七
号
ロ
か
ら

ヌ
及
び
ル
、
第
二
十
八
号
ホ
、
第
四
十
六
号
イ
、

ホ
ま
で
、
第
五
十
号
、
第
六
十
二
号
ニ
か
ら
ヘ
ま

ロ
及
び
ニ
、
第
四
十
七
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
、
第
五

で
、
第
六
十
三
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
七
十
一
号

十
号
、
第
六
十
二
号
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
、
第
六
十
三

の
二
イ
に
掲
げ
る
施
設
並
び
に
カ
ー
バ
イ
ド
法
ア

号
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
七
十
一
号
の
二
イ
に
掲
げ

セ
チ
レ
ン
誘
導
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ア
セ
チ

る
施
設
並
び
に
カ
ー
バ
イ
ド
法
ア
セ
チ
レ
ン
誘
導

レ
ン
精
製
施
設
（
水
銀
を
含
有
す
る
触
媒
を
使
用

品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
精
製
施
設

す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
施
設
を

（
水
銀
を
含
有
す
る
触
媒
を
使
用
す
る
も
の
に
限

有
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る

る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
施
設
を
有
す
る
工
場
若

水
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
を
有
す
る
工
場
若
し
く
は

し
く
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
又
は
こ
れ
ら

事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
汚
泥
、
廃
酸
若
し
く
は

の
施
設
を
有
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
場
に
お
い

廃
ア
ル
カ
リ
の
処
理
施
設
（
下
水
道
終
末
処
理
施

て
生
じ
た
汚
泥
、
廃
酸
若
し
く
は
廃
ア
ル
カ
リ
の

設
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

処
理
施
設
（
下
水
道
終
末
処
理
施
設
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）

二
～
二
五

（
略
）

（
略
）

二
～
二
五

（
略
）

（
略
）
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○
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一
～
四
百
四
十
三

（
略
）

一
～
四
百
四
十
三

（
略
）

四
百
四
十
三
の
二

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（

（
新
設
）

平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）

四
百
四
十
四

（
略
）

四
百
四
十
四

（
略
）
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○
鉱
業
法
第
六
条
の
二
の
鉱
物
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一

海
底
又
は
そ
の
下
に
存
在
す
る
熱
水
鉱
床
を
な
す
金
鉱
、
銀
鉱
、
銅
鉱

一

海
底
又
は
そ
の
下
に
存
在
す
る
熱
水
鉱
床
を
な
す
金
鉱
、
銀
鉱
、
銅
鉱

、
鉛
鉱
、
そ
う
鉛
鉱
、
す
ず
鉱
、
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
鉱
、
亜
鉛
鉱
、
鉄
鉱
、

、
鉛
鉱
、
そ
う
鉛
鉱
、
す
ず
鉱
、
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
鉱
、
水
銀
鉱
、
亜
鉛
鉱

硫
化
鉄
鉱
、
マ
ン
ガ
ン
鉱
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鉱
、
モ
リ
ブ
デ
ン
鉱
、
ニ
ッ

、
鉄
鉱
、
硫
化
鉄
鉱
、
マ
ン
ガ
ン
鉱
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鉱
、
モ
リ
ブ
デ
ン

ケ
ル
鉱
、
コ
バ
ル
ト
鉱
、
ウ
ラ
ン
鉱
、
ト
リ
ウ
ム
鉱
及
び
重
晶
石

鉱
、
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
、
コ
バ
ル
ト
鉱
、
ウ
ラ
ン
鉱
、
ト
リ
ウ
ム
鉱
及
び
重
晶

石

二

（
略
）

二

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）


